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　総
論

　

担
う
労
働
と
定
義
さ
れ
る
。自
治
体
職
員
は
、

市
民
と
の
協
働
に
よ
っ
て
、
豊
か
で
、
活
き

活
き
と
し
た
市
民
生
活
を
つ
く
り
出
し
、
支

援
す
る
た
め
に
、
多
様
な
業
務
を
行
っ
て
い

る
。
自
治
体
職
員
の
労
働
安
全
衛
生
の
課
題

や
取
り
組
み
は
、
多
く
の
業
務
に
当
て
は
ま

る
共
通
軸
と
、
個
々
の
業
務
に
特
異
的
な
個

別
軸
が
あ
る
は
ず
で
、
前
者
に
関
し
て
は
、

部
門
横
断
的
な
取
り
組
み
、
後
者
に
関
し
て

は
、
部
門
あ
る
い
は
業
務
特
異
的
な
取
り
組

み
が
必
要
に
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

●
公
務
災
害
の
認
定
件
数

自
治
体
全
体
の
職
員
数
は
、
平
成
23
年
4

月
1
日
現
在
2
7
9
万
人
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
6
年
と
比
較
す
る
と
、
約
49
万
人
減
、

15
％
も
の
大
幅
な
減
少
で
あ
る
。

公
務
労
働
に
お
け
る
安
全
衛
生
の
状
態
を

俯ふ

瞰か
ん

す
る
指
標
と
し
て
公
務
災
害
認
定
件
数

を
見
る
と
、
直
近
の
22
年
度
の
統
計
で
は

2
万
5
1
8
6
件
で
あ
り
、
15
年
度
を
ピ
ー

ク
に
減
少
を
続
け
て
い
る
（
図
1
）。
公
務

災
害
の
減
少
は
、安
全
衛
生
活
動
に
よ
っ
て
、

業
務
に
内
在
す
る
安
全
や
健
康
に
関
わ
る
リ

ス
ク
へ
の
対
抗
措
置
が
効
果
を
上
げ
て
い
る

と
み
ら
れ
る
一
方
、
職
員
数
が
減
少
し
た
た

め
に
災
害
件
数
も
減
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で

き
な
く
は
な
い
。

そ
こ
で
、
公
務
災
害
の
認
定
件
数
を
千
人

率
で
比
較
し
て
み
る
と
、
18
年
度
を
ピ
ー
ク

に
21
年
度
ま
で
減
少
し
た
が
、
22
年
度
は
再

び
増
加
に
転
じ
る
な
ど
、
不
安
定
な
動
き
を

示
し
て
い
る
（
図
1
）。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
み
て
、
ま
だ
、
公
務
職
場
で
の
労
働
安
全

衛
生
の
取
り
組
み
が
功
を
奏
し
て
い
る
と
は

言
い
切
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。
主
な
職
員
区

分
別
公
務
災
害
千
人
率
の
推
移
を
見
る
と

（
図
2
）、大
幅
に
減
少
し
て
い
る
部
門
か
ら
、

横
ば
い
ま
た
は
微
減
に
と
ど
ま
る
部
門
、
反

対
に
千
人
率
が
増
加
し
て
い
る
部
門
ま
で
多

様
で
あ
る
。
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
の
は
清

掃
で
、
38
・
2
か
ら
28
・
2
に
減
少
し
た
。

単
年
度
で
比
較
す
れ
ば
、
清
掃
の
千
人
率
は

現
在
で
も
最
も
高
い
半
面
、
減
少
率
は
最
も

大
き
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
労
働
安
全
衛

生
の
取
り
組
み
の
成
果
が
認
め
ら
れ
る
。
一

方
、
横
ば
い
あ
る
い
は
微
減
に
と
ど
ま
る
部

門
は
、
警
察
と
消
防
の
2
部
門
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
千
人
率
自
体
は
、
清
掃
、
警

察
、
消
防
の
3
部
門
ほ
ど
高
く
は
な
い
も
の

の
、
義
務
教
育
学
校
以
外
の
教
育
職
員
と
義

務
教
育
学
校
職
員
で
は
千
人
率
が
増
加
傾
向

に
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
安
全
衛
生
の
取

り
組
み
を
強
め
る
必
要
が
あ
る
部
門
と
い
え

よ
う
。

●
長
期
休
業
者
の
疾
病
分
類

自
治
体
の
労
働
安
全
衛
生
を
取
り
上
げ
る

と
き
、
怪
我
系
だ
け
で
な
く
、
健
康
障
害
系

の
課
題
も
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ

　 

公
務
労
働
に
お
い
て
労
働
安
全

　 

衛
生
に
取
り
組
む
こ
と
の
重
要
性

私
た
ち
は
学
校
生
活
を
終
え
る
と
き
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
を
選
択
、
そ
の
後
、
長
き

に
渡
り
働
き
続
け
る
。
そ
の
間
、
安
全
で
健

康
的
に
働
く
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
、
自
分
が

選
択
し
た
職
業
に
納
得
し
、
満
足
感
が
得
ら

れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
安
全
と

健
康
の
確
保
は
、
人
の
人
た
る
労
働
生
活
を

継
続
す
る
上
で
の
必
須
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
。

私
た
ち
は
就
労
先
に
お
い
て
社
会
参
加

し
、
社
会
貢
献
と
自
己
実
現
を
目
指
し
て
い

る
。
そ
の
際
に
、
職
場
に
お
け
る
安
全
衛
生

の
活
動
は
、
決
し
て
付
帯
的
な
こ
と
で
は
な

い
。
本
来
業
務
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
作
業

関
連
の
一
次
予
防
策
に
取
り
組
む
こ
と
に

よ
っ
て
労
働
環
境
や
ゆ
と
り
あ
る
働
き
方
が

実
現
す
る
メ
リ
ッ
ト
に
加
え
、
職
場
改
善
へ

の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、
組
織
の
活
性
化
と

関
係
者
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
図

ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　  

公
務
労
働
の
特
質
と

　 

職
場
の
労
働
安
全
衛
生

公
務
労
働
と
は
、
社
会
の
成
員
の
労
働
と

生
活
を
支
え
る
た
め
の
社
会
の
共
同
業
務
を

1
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図1 公務災害の認定件数と千人率の推移（単位：件）
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図2 主な職員区分別公務災害千人率の推移 （単位：件）
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る
。「
地
方
公
務
員
健
康
状
況
等
の
現
況
」

（
23
年
12
月
）
に
よ
る
と
、
22
年
度
の
長
期

休
業
者
数
は
、
全
体
で
1
万
9
2
2
4
人
で

あ
っ
た
が
、
疾
病
分
類
別
の
構
成
比
を
見
る

と
、「
精
神
及
び
行
動
の
障
害
」
が
47
％
と

圧
倒
的
に
高
率
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
治
体

の
労
働
安
全
衛
生
を
取
り
上
げ
る
と
き
、
こ

の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
問
題
を
看
過
で
き
な

い
ど
こ
ろ
か
、
今
や
最
重
要
課
題
と
し
て
位

置
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く

に
過
去
10
年
間
の
長
期
休
業
者
の
う
ち
、「
精

神
及
び
行
動
の
障
害
」
の
構
成
比
が
23
・

2
％
（
13
年
度
）
→
47
・
3
％
（
22
年
度
）

と
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
点
は
脅
威

で
す
ら
あ
る
。

●
3
つ
の
課
題

第
1
に
「
現
業
」
対
「
事
務
、
総
務
」
対

「
企
画
、
管
理
」
と
自
治
体
の
業
務
（
作
業
）

を
3
分
類
す
る
と
、怪
我
系
の
公
務
災
害
は
、

「
現
業
」＞

「
事
務
、
総
務
」≒

「
企
画
、

管
理
」、
メ
ン
タ
ル
系
の
健
康
障
害
は
、「
企

画
、
管
理
」≒

「
事
務
、
総
務
」≧

「
現
業
」

と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
よ
う
で
あ
る
。

第
2
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
る

た
め
に
、
小
規
模
な
出
先
機
関
が
多
い
。
学

校
、
清
掃
事
業
所
、
消
防
署
、
出
張
所
、
交

番
な
ど
、
小
規
模
な
出
先
機
関
の
労
働
安
全

衛
生
管
理
体
制
を
ど
の
よ
う
に
組
織
化
し
、

効
果
的
な
対
策
を
打
て
ば
よ
い
か
、古
く
て
、

新
し
い
課
題
で
あ
る
。

第
3
は
、
さ
ら
に
、
近
年
、
自
治
体
の
職

員
数
の
減
少
と
と
も
に
、
業
務
の
民
営
化
や

下
請
化
が
急
速
に
進
み
、
労
働
安
全
衛
生
の

状
態
が
様
変
わ
り
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　 

自
治
体
職
員
の
安
全
衛
生
を

　 

ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か

●
労
働
安
全
衛
生
活
動
の
目
標

な
ぜ
、労
働
安
全
衛
生
に
取
り
組
む
の
か
。

直
接
的
に
は
公
務
災
害
の
削
減
や
、
健
康
上

の
理
由
に
よ
る
休
業
日
数
の
削
減
な
ど
を
目

指
し
な
が
ら
、
大
事
な
こ
と
は
業
務
が
安
全

か
つ
快
適
な
も
の
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

公
務
労
働
を
介
し
て
職
員
の
働
き
が
い
を
創

出
す
る
、
さ
ら
に
、
日
常
業
務
を
通
じ
て
市

民
と
の
連
携
・
協
力
関
係
が
い
っ
そ
う
強
化

で
き
る
こ
と
な
ど
が
重
要
で
あ
る
。

●
法
的
な
要
求
事
項
と
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

法
規
（
労
働
安
全
衛
生
法
）
の
要
求
事
項

を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当

然
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
安
全
衛
生
管

理
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の

よ
う
に
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
施
行
は
昭
和

47
年
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
40
年
が
経
過
し

て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
多
く
の
自
治
体
に

お
い
て
、安
全
衛
生
管
理
体
制
の
“
か
た
ち
”

は
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
課
題

は
、
そ
の
実
効
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
器
は

出
来
上
が
っ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
魂
が
入
っ

て
い
な
い
自
治
体
が
見
ら
れ
る
。
安
全
衛
生

に
関
す
る
“
本
気
度
”
が
薄
い
自
治
体
が
あ

る
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

民
間
事
業
所
の
労
働
災
害
の
発
生
件
数
は

1
9
6
0
年
代
を
ピ
ー
ク
に
、
一
貫
し
て
右

肩
下
が
り
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
比
べ
る

と
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
自
治
体
に

お
け
る
公
務
災
害
の
認
定
件
数
は
こ
こ
数
年

こ
そ
減
少
し
て
い
る
が
、
中
長
期
的
に
は
長

ら
く
の
間
、
減
少
傾
向
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
漸
増
傾
向
に
あ
っ
た
時
期
が
続
い
た
。

こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
原
因
が
あ
っ
た
わ
け

だ
が
、
こ
の
“
本
気
度
”
の
欠
落
も
原
因
の

一
つ
に
挙
げ
て
よ
い
。

地
方
公
務
員
の
世
界
で
は
、
数
年
ご
と
に

担
当
業
務
を
か
え
な
が
ら
、
一
人
ひ
と
り
の

キ
ャ
リ
ア
が
つ
く
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の

人
事
制
度
の
メ
リ
ッ
ト
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
も

の
の
、
安
全
衛
生
を
担
う
人
材
が
職
場
で
育

ち
に
く
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
が
自
治
体
に
お
い
て
、
結
果
的
に
安
全

衛
生
の
取
り
組
み
が
重
視
さ
れ
な
い
こ
と
に

つ
な
が
っ
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
安
全
衛
生

に
じ
っ
く
り
と
取
り
組
む
人
材
が
不
足
し
て

い
た
た
め
に
、
安
全
衛
生
を
推
進
す
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
が
職
場
で
十
分
に
熟
成
し
て
こ
な

か
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

●
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か

近
年
、
労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
の
導
入
が
進
み
、
各
事
業
体
に
お
い

て
定
着
期
に
あ
る
。
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
活
用
に
当
た
っ
て
の
視
点
は
3
つ
あ
る
。

視�

点
1
　�

ト
ッ
プ
（
首
長
）
あ
る
い
は
そ
れ

に
準
じ
る
人
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

視�

点
2
　�

安
全
衛
生
活
動
へ
の
全
職
員
の
参

加
（
現
場
参
加
の
実
現
）

視�

点
3
　�

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
も
と
づ

く
職
場
改
善
の
実
践

そ
し
て
、
そ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
P
D
C
A
サ
イ
ク
ル
を
ま
わ
す
人
材
の
育

成
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け

自
治
体
の
安
全
衛
生
を
担
う
“
中
核
人
材
”

の
育
成
を
勧
め
た
い
。
な
お
中
核
人
材
の
育

成
を
図
る
以
上
、終
生
と
い
わ
な
い
ま
で
も
、

一
定
期
間
、
腰
を
落
ち
着
け
た
取
り
組
み
を

保
証
す
る
こ
と
と
合
わ
せ
、
人
事
的
な
処
遇

も
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
労
働
安
全
衛
生
の
進
め
方
：
3
つ
の
原
則

公
務
職
場
全
体
の
安
全
衛
生
レ
ベ
ル
の
向

上
の
た
め
に
、
日
常
業
務
を
よ
り
安
全
で
、

よ
り
健
康
的
な
も
の
に
変
え
て
い
く
。
そ
の

た
め
に
職
場
の
改
善
を
継
続
的
に
行
う
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。こ
れ
を
た
て
軸
と
す
る
と
、

一
人
ひ
と
り
の
職
員
の
安
全
衛
生
に
つ
い
て

の
力
量
ア
ッ
プ
の
た
め
に
、
体
系
的
か
つ
継

続
的
な
労
働
安
全
衛
生
教
育
を
行
う
こ
と
が

横
軸
に
当
た
る
。
特
に
前
者
の
職
場
改
善
を

図
る
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
3
つ
の
原
則

に
配
慮
す
る
よ
う
に
望
み
た
い
（
図
3
）。

第�

1
の
原
則
：
主
幹
部
門
つ
ま
り
ラ
イ
ン

の
長
（
管
理
者
）
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に

よ
っ
て
労
働
安
全
衛
生
を
推
進
す
る
こ
と

が
原
則
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
首
長
の
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
必
須
事
項
で
あ
る
。
労

働
安
全
衛
生
法
で
規
定
さ
れ
る
事
業
者
責

任
を
全
う
す
る
た
め
で
あ
る
。

第�

2
の
原
則
：
安
全
管
理
者
、
衛
生
管
理

進言
報告

相談

指示

教育

教育

参
加

参
加

助言

首長

安全衛生中核人材

安全衛生（専門）スタッフ

職長（労働者）

安全衛生委員会

管理者（ライン長）

図3 自治体における安全衛生管理体制と
人材育成プラン

3
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者
、
産
業
医
な
ど
の
安
全
衛
生
専
門
ス

タ
ッ
フ
の
充
実
が
望
ま
れ
る
が
、
安
全

衛
生
ス
タ
ッ
フ
は
あ
く
ま
で
助
言
者
（
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
）
で
あ
っ
て
、
主
体
者
で

は
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

第�

3
の
原
則
：
職
場
の
労
働
安
全
衛
生
活

動
は
職
員
の
全
員
参
加
を
得
て
、
推
進

す
べ
き
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
の
長
の
イ
ニ

シ
ア
テ
ィ
ブ
に
呼
応
し
て
連
携
を
図
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
事
業
者
責
任
と

相
ま
っ
て
、
労
働
者
が
も
う
一
方
の
主

体
者
に
な
る
こ
と
で
、
安
全
衛
生
活
動

の
実
効
性
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
現
場
参
加
の
重
要
性
）。

●
取
り
組
み
の
方
向
性

労
働
安
全
衛
生
法
（
主
に
施
行
令
や
労
働

安
全
衛
生
規
則
な
ど
）
に
お
い
て
規
定
さ
れ

て
い
る
安
全
基
準
や
衛
生
基
準
を
遵
守
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
職
場
の
安
全
衛
生
水
準
の

向
上
を
図
っ
て
い
こ
う
と
す
る
「
基
準
遵
守

型
」
の
取
り
組
み
か
ら
、
事
業
者
責
任
に
も

と
づ
く
事
業
所
レ
ベ
ル
の
自
主
管
理
と
自
主

監
査
と
参
加
型
自
主
継
続
改
善
の
た
め
の
訓

練
と
協
力
な
ど
に
よ
る
「
自
主
対
応
型
」
の

取
り
組
み
へ
国
際
的
に
も
、
ま
た
国
内
に
お

い
て
も
大
き
く
舵
を
切
ろ
う
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。現
実
的
に
は
、「
基
準
遵
守
型
」

の
取
り
組
み
と
、「
自
主
対
応
型
」
の
取
り

組
み
を
両
輪
に
し
て
、
安
全
衛
生
活
動
を
推

進
す
る
こ
と
で
公
務
職
場
の
活
性
化
を
得
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

4  

人
材
育
成
に
つ
い
て
考
え
る

人
材
育
成
に
当
た
っ
て
は
、
⑴
誰
が
（
教

育
の
主
体
、
担
い
手
）、
⑵
誰
に
対
し
て
（
教

育
の
対
象
）、
⑶
何
を
、
⑷
ど
ん
な
頻
度
で
、

⑸
ど
の
よ
う
に
教
育
す
る
の
か
（
教
育
手
法

ほ
か
）
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
し
た
方

が
効
果
は
上
が
る
。

業
務
遂
行
に
あ
た
り
、
全
て
の
職
員
は
安

全
衛
生
の
何
を
学
べ
ば
よ
い
の
か
。
業
務
や

職
位
に
関
わ
ら
ず
、
共
通
事
項
は
、
①
安
全

衛
生
に
関
す
る
知
識
（
情
報
）、
技
術
、
法

規
な
ど
に
つ
い
て
理
解
す
る
、
②
職
場
の
安

全
衛
生
の
好
事
例
に
つ
い
て
学
ぶ
、
③
職
場

改
善
と
取
り
組
む
、
の
3
つ
で
あ
る
。

●
何
を
目
指
す
か

全
職
員
が
「
安
全
衛
生
の
こ
こ
ろ
」
を
理

解
し
、
日
々
、
安
全
に
そ
し
て
健
康
的
に
働

く
こ
と
が
基
本
に
な
る
。
安
全
・
健
康
マ
イ

ン
ド
を
も
っ
た
人
づ
く
り
、
職
場
づ
く
り
に

よ
っ
て
、
職
場
力
の
底
上
げ
を
図
る
こ
と
が

望
ま
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
第
1
に
、
そ
の

自
治
体
全
体
に
安
全
文
化
を
培
っ
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
、
首
長
は
全
職
員
に
対
し
て
、

安
全
衛
生
理
念
を
表
明
す
べ
き
で
あ
る
。
第

2
に
、
そ
う
し
た
ト
ッ
プ
の
理
念
を
具
体
化

す
る
取
り
組
み
が
必
要
で
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス

メ
ン
ト
に
基
づ
く
継
続
的
な
職
場
改
善
と
安

全
衛
生
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
第
3
は
、
そ
う
し
た
安
全
衛
生
の
基
幹

的
な
活
動
の
企
画
と
、
そ
の
実
践
を
担
う
中

核
人
材
の
育
成
が
重
要
な
課
題
と
考
え
る
。

●
教
育
の
対
象

職
場
に
お
け
る
安
全
衛
生
は
、
全
職
員
の

入
庁
か
ら
退
職
ま
で
の
全
就
労
期
間
に
わ

た
っ
て
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
、
安
全
衛
生
に
関
す
る
法
規
の
最
低

限
度
の
理
解
を
含
め
、
知
識
と
技
術
、
そ
し

て
実
践
ツ
ー
ル
に
つ
い
て
学
び
、
日
々
の
活

動
に
役
立
て
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
安
全
衛
生
が
職
場
に
お
い
て
活
用
さ

し
、
再
発
防
止
対
策
を
講
じ
る
と
か
、
作
業

環
境
の
測
定
や
評
価
に
基
づ
き
作
業
環
境
を

改
善
す
る
と
か
、
作
業
姿
勢
、
重
量
物
の
取

り
扱
い
、
連
続
作
業
時
間
な
ど
か
ら
、
腰
痛

や
頸
肩
腕
障
害
な
ど
に
つ
な
が
る
リ
ス
ク
を

同
定
し
、
筋
骨
格
系
障
害
防
止
の
た
め
の
職

場
改
善
を
提
案
す
る
な
ど
、
安
全
衛
生
に
関

す
る
リ
ス
ク
を
取
り
上
げ
、
測
定
、
評
価
、

改
善
す
る
よ
う
な
「
で
き
る
」
レ
ベ
ル
の
人

材
を
育
成
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
安
全
衛

生
が
「
で
き
る
」
レ
ベ
ル
の
人
材
は
、
主
幹

部
門
つ
ま
り
ラ
イ
ン
で
育
成
さ
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
が
、
通
常
は
安
全
衛
生
専
門
ス

タ
ッ
フ
と
し
て
育
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

3
つ
目
は
、「
統
合
、
推
進
す
る
レ
ベ
ル
」

で
あ
る
。「
わ
か
」
り
、「
で
き
る
」
人
材
だ

け
で
は
、組
織
の
安
全
衛
生
は
機
能
し
な
い
。

組
織
に
は
労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
を
構
築
し
、
P
D
C
A
を
ま
わ
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
「
統
合
、
推
進
す
る
レ

ベ
ル
」
の
人
材
養
成
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
主
幹
部
門
の
管
理
者
（
ラ
イ
ン
の
長
）

の
役
目
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
P
D
C
A
を

ま
わ
そ
う
と
す
る
か
ら
に
は
、
安
全
衛
生
の

神
髄
が
「
わ
か
」
り
、
ま
た
、
安
全
衛
生
ス

タ
ッ
フ
や
現
場
が
測
定
す
る
多
面
的
な
安
全

衛
生
デ
ー
タ
の
意
味
が
き
っ
ち
り
と
理
解
で

き
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

レ
ベ
ル
別
に
み
た
主
要
な
安
全
衛
生
の
獲

得
項
目
は
、

「
わ�

か
る
レ
ベ
ル
」
：
安
全
衛
生
が
な
ぜ
必

要
か
な
ど
安
全
衛
生
理
念
の
理
解
、
労

働
基
準
法
や
労
働
安
全
衛
生
法
の
概
要
、

有
害
性
情
報
の
理
解
、
保
護
具
に
関
す

る
情
報
、
健
康
診
断
の
受
診
義
務
、
労

働
と
睡
眠
の
関
係
ほ
か

れ
る
こ
と
で
職
場
力
の
底
上
げ
が
図
ら
れ
る

関
係
に
注
目
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
安
全

衛
生
の
教
育
は
、
入
庁
時
か
ら
す
ぐ
に
始
め

（
初
任
者
教
育
）、
そ
の
後
、
異
動
時
、
ま
た

昇
進
等
に
と
も
な
う
職
位
の
変
更
時
な
ど
の

節
目
で
実
施
す
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
別（
階
層
別
）

教
育
が
必
要
に
な
る
。
な
か
で
も
新
任
管
理

職
教
育
は
当
然
の
こ
と
、
管
理
者
に
対
す
る

継
続
的
な
教
育
も
重
要
で
あ
る
。

●
教
育
レ
ベ
ル
の
設
定

労
働
安
全
衛
生
に
関
す
る
教
育
レ
ベ
ル

は
、
通
常
、
次
の
3
つ
の
レ
ベ
ル
を
想
定
す

る
。
初
期
的
な
レ
ベ
ル
は「
わ
か
る
レ
ベ
ル
」

で
あ
る
。自
治
体
に
入
庁
し
た
そ
の
日
か
ら
、

配
属
さ
れ
る
部
門
の
業
務
を
覚
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
の
業
務
を
安
全
で
、
健
康

的
に
遂
行
す
る
た
め
に
、
ま
ず
最
小
限
の
安

全
衛
生
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
就
労
す
る
以

上
、
何
は
さ
て
お
き
安
全
衛
生
の
必
要
性
を

「
わ
か
」
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
は
、
新
入
職
員
を
含
む
全
職
員
が

対
象
に
な
る
が
、
と
く
に
異
動
時
や
昇
進
の

時
な
ど
は
、
改
め
て
、
安
全
衛
生
の
必
要
性
、

重
要
性
を
再
確
認
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ト
ッ
プ
（
首
長
あ
る
い
は
そ
れ
に

準
じ
る
人
た
ち
）
も
、
安
全
衛
生
に
関
す
る

事
業
者
責
任
、
安
全
・
健
康
配
慮
義
務
な
ど

の
基
本
事
項
を
確
認
し
、「
わ
か
」
っ
て
お

く
こ
と
は
、
新
入
職
員
に
対
し
て
の
教
育
と

は
違
っ
た
意
味
で
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
安
全
衛
生
の
こ
と
が
わ
か
っ
た

だ
け
で
は
、
職
場
の
安
全
衛
生
の
成
績
が
よ

く
な
り
、
公
務
労
働
の
質
が
向
上
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
安
全
衛
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

を
担
う
た
め
に
、た
と
え
ば
、職
場
で
起
こ
っ

た
公
務
災
害
や
健
康
障
害
の
原
因
を
究
明
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最
後
に

本
稿
で
検
討
し
た
安
全
衛
生
の
人
材
育
成

は
、職
域
に
お
け
る
対
応
に
つ
い
て
で
あ
る
。

安
全
衛
生
に
関
す
る
人
材
育
成
を
考
え
る

と
、職
域
で
の
教
育
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
職
域

で
の
教
育
以
前
に
、
子
ど
も
の
頃
、
家
庭
に

お
い
て
、
学
校
に
お
い
て
、
社
会
に
お
い
て
、

ど
ん
な
安
全
と
健
康
に
関
す
る
体
験
と
教
育

を
受
け
て
き
た
の
か
。
こ
と
安
全
・
健
康
に

つ
い
て
は
、
社
会
と
職
域
、
ま
た
家
庭
と
職

域
と
が
不
連
続
で
は
な
く
、
連
続
体
と
し
て

存
在
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
子

ど
も
の
頃
の
リ
ス
ク
の
体
験
が
、
就
職
後
の

リ
ス
ク
感
受
性
な
ら
び
に
リ
ス
ク
回
避
に
影

響
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
判
断
で
き
る
。

こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要

性
を
痛
感
す
る
。
職
域
の
安
全
衛
生
教
育
を

独
立
し
た
も
の
と
と
ら
え
な
い
で
、
子
ど
も

の
頃
か
ら
の
一
貫
教
育
と
し
て
考
え
た
い
。

職
域
（
現
場
）
で
の
対
応
に
加
え
て
、
社
会

で
の
対
応
と
い
う
視
点
が
重
要
で
あ
る
。

公
益
財
団
法
人�

労
働
科
学
研
究
所�

常
任
理
事・所
長
、

研
究
主
幹

酒
井�

一
博（
さ
か
い・か
ず
ひ
ろ
）

昭
和
48
年
3
月
、早
稲
田
大
学
大
学
院
理
工
学
研
究

科
博
士
課
程
修
了
。同
年
4
月
に
労
働
科
学
研
究
所

入
所
後
、主
任
研
究
員
、教
育
・
国
際
協
力
部
長
、労
働

環
境
保
健
研
究
部
長
、副
所
長
な
ど
を
経
て
、平
成
11

年
9
月
、常
務
理
事
・
所
長
に
就
任
。13
年
に
は
常
務

理
事
、研
究
主
幹
、19
年
9
月
か
ら
現
職
。

「
で�

き
る
レ
ベ
ル
」
：
必
要
に
応
じ
て
公
的

な
資
格
獲
得
（
産
業
医
、
衛
生
管
理
者
、

安
全
管
理
者
、
作
業
主
任
者
、
作
業
環

境
測
定
士
）、
職
場
改
善
の
実
践
、
作
業

姿
勢
の
評
価
と
改
善
の
た
め
の
人
間
工

学
手
法
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
概

要
、
傾
聴
法
の
実
際
ほ
か

「
統�

合
、推
進
す
る
レ
ベ
ル
」
：
ト
ッ
プ
（
首

長
な
ど
）
と
の
情
報
共
有
、
現
場
ニ
ー

ズ
の
把
握
、
安
全
衛
生
委
員
会
の
運
営
、

労
働
安
全
衛
生
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
安
全
衛
生

予
算
の
獲
得
ほ
か

な
ど
で
あ
る
。

●
教
育
の
担
い
手

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
務
職
場
の
安

全
衛
生
レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ
、
安
全
で
、
健

康
的
な
職
場
を
つ
く
り
込
む
た
め
に
は
、
安

全
・
健
康
的
な
業
務
推
進
の
た
め
に
職
場
改

善
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
と
、
安
全
衛
生
に

関
す
る
教
育
・
訓
練
の
充
実
な
ら
び
に
人
材

育
成
を
図
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
を
両
輪
と
し

て
一
体
的
な
取
り
組
み
を
展
開
す
る
こ
と
で

あ
る
（
図
4
）。
で
は
、誰
が
（
教
育
の
主
体
・

担
い
手
）、
誰
に
対
し
て
（
教
育
の
対
象
）

教
育
し
、
効
果
的
な
安
全
衛
生
活
動
に
つ
な

げ
る
か
。
お
そ
ら
く
、
教
育
の
必
要
性
は
理

解
さ
れ
て
も
、
そ
の
教
育
の
担
い
手
が
明
確

に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
教
育
の

担
い
手
は
、
ラ
イ
ン
の
長
（
管
理
者
）、
安

全
衛
生
ス
タ
ッ
フ
、
そ
し
て
安
全
衛
生
中
核

人
材
で
あ
る
。

こ
の
中
核
人
材
は
自
治
体
に
お
け
る
安
全

衛
生
を
「
統
合
、
推
進
す
る
レ
ベ
ル
」
の
人

材
を
い
う
が
、
同
時
に
安
全
衛
生
教
育
指
導

者
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
少

し
時
間
を
か
け
て
こ
う
し
た
中
核
人
材
の
育

成
と
選
任
を
す
す
め
て
ほ
し
い
が
、
当
面
は

安
全
衛
生
委
員
会
で
活
躍
す
る
人
材
を
含

め
、統
括（
的
）産
業
医
を
充
て
る
こ
と
な
ど
、

柔
軟
に
対
応
す
れ
ば
よ
い
。
た
だ
し
、
安
全

衛
生
に
取
り
組
む
こ
と
へ
高
い
志
を
も
つ
人

材
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
将
来
的
な
育

成
に
当
た
っ
て
は
、
組
織
内
部
で
育
成
す
る

こ
と
が
妥
当
で
あ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は

外
部
専
門
家
の
協
力
を
得
る
こ
と
も
選
択
肢

の
一
つ
に
な
る
。
要
は
、
安
全
衛
生
の
人
材

育
成
シ
ス
テ
ム
が
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
安
全
衛
生
と
積
極
的
に
取
り
組
む
分
厚

い
人
材
層
が
輩
出
す
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
。
そ
の
一
方
、
教
育
の
対
象
は
全
職
員
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ラ
イ
ン
の
長
や
安
全

衛
生
ス
タ
ッ
フ
も
リ
カ
レ
ン
ト
と
し
て
繰
り

返
し
研
鑽
を
重
ね
る
べ
き
で
あ
る
。

●
教
育
の
手
法

教
育
の
手
法
で
重
要
な
こ
と
は
、
受
講
者

が
受
け
身
に
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
受
講

者
が
自
ら
取
り
組
ん
だ
と
い
う
実
感
が
も
て

れ
ば
教
育
の
面
で
も
異
な
っ
た
結
果
に
な
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
参
加
型
の
教
育

手
法
」
を
開
発
し
、
実
践
す
る
こ
と
と
、
も

う
一
つ
は
民
間
企
業
に
お
い
て
急
速
な
広
が

り
を
見
せ
て
い
る
「
体
感
訓
練
」
を
、
自
治

体
職
員
に
も
適
用
す
る
こ
と
を
勧
め
た
い
。

参
加
型
教
育
は
、
新
任
者
教
育
に
し
ろ
、

ポ
ジ
シ
ョ
ン
（
階
層
）
別
の
教
育
に
し
ろ
、

必
要
事
項
を
座
学
に
お
い
て
口
述
伝
達
す
る

だ
け
で
な
く
、
自
分
た
ち
の
身
の
回
り
に
あ

る
安
全
衛
生
課
題
を
教
材
と
し
て
取
り
上

げ
、
そ
の
課
題
解
決
に
つ
い
て
参
加
者
で
意

見
交
換
を
し
な
が
ら
、
結
果
（
解
）
を
見
つ

け
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
は
、
も

の
の
見
方
や
法
的
な
要
求
事
項
の
確
認
、
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
よ
う
、
技
術
動
向
な
ど

幅
広
い
意
見
が
飛
び
交
う
の
で
、
グ
ル
ー
プ

内
の
同
僚
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

自
然
の
う
ち
に
図
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
役
や
助
言
者
役
を
担
当

す
る
管
理
者
や
安
全
衛
生
ス
タ
ッ
フ
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
す
す
ん
で
い
く
。
こ

う
し
た
実
践
的
な
教
育
経
験
を
経
な
が
ら
、

徐
々
に
職
場
に
お
け
る
安
全
衛
生
実
務
へ
展

開
す
る
こ
と
で
、
成
果
が
得
ら
れ
れ
ば
、
職

場
に
お
け
る
安
全
衛
生
レ
ベ
ル
が
上
が
っ
て

い
く
関
係
が
見
ら
れ
て
い
く
。

詳
細
は
割
愛
す
る
が
、
職
場
の
改
善
グ
ッ

ド
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
（
好
事
例
）
を
活
用
し
た

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
活

用
し
た
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
の
実
施
な
ど
、
新
し

い
教
育
手
法
が
多
く
の
職
場
で
着
実
に
普
及

し
て
い
る
。体
感
訓
練
は
高
所
か
ら
の
墜
落
、

回
転
物
へ
の
巻
き
込
ま
れ
な
ど
に
つ
い
て
ダ

ミ
ー
な
ど
を
使
っ
て
体
感
し
よ
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。危
険
体
感
を
訓
練
す
る
こ
と
で
、

危
険
感
受
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
新
入
職
員
を
中
心
に
自
治
体
職
員
に

も
普
及
す
る
こ
と
を
す
す
め
た
い
。

安全で、健康で
働きがいのある職場

安全・健康を支える基盤の強化
安全最優先の職場風土の確立

安全衛生に関する予防活動、全員参加

安全・健康を支える基盤の強化

安全衛生に関する予防活動、全員参加
教育・訓練
の充実と
人材育成

教育・訓練
の充実と
人材育成

職場改善
の実施
職場改善
の実施

リスク
コミュニ
ケーション
の実施

リスク
コミュニ
ケーション
の実施

安全衛生
マネジメント
システム
の推進

安全衛生
マネジメント
システム
の推進

公務災害・
健康障害の
未然防止
再発防止

公務災害・
健康障害の
未然防止
再発防止

図4




